
大阪府教育センター科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）に係る事務取扱要領 

 

(趣旨) 

第１条 大阪府教育センター（以下「センター」という。）における科学研究費助成事業（学術助成基金助

成金）（以下「研究費」という。）の事務の取扱いについては、各研究費の定める規定及びその他別に定め

のあるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

(補助金に係る手続) 

第２条 センターは、研究者に代わり、研究費に係る諸手続を行う。 

 

(最高管理責任者等の設置) 

第３条 研究を適正に遂行するため、センター全体を統括し、研究費の運営・管理について最終責任を負う

者として、｢最高管理責任者｣を置き、所長がこれにあたる。なお、所長に事故があるとき又は欠けたとき

は次長がこれを行う。 

２ 最高管理責任者を補佐し、補助金の運営・管理についてセンター全体を統括する実質的な責任と権限を

持つ者（以下、「統括管理責任者」という。）を置き、次長がこれにあたる。 

３ 統括管理責任者の指示の下、補助金の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者（以下、「コン

プライアンス推進責任者」という。）を置き、研究者が属する部の部長がこれにあたる。 

 

(コンプライアンス教育の実施) 

第４条 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督においてコンプライアンス教育を実施し、実施状

況を統括管理責任者に報告する。 

 

(研究費の管理等) 

第５条 日本学術振興会より研究費の送付があった場合は、最高管理責任者名義の「科研費基金口座」にい

ったん収納した後、直接的経費は研究者の名義で作成した金融機関の口座に入金し、管理を行う。 

２ 前項の金融機関の口座は、決済用普通預金口座とする。 

 

(研究費の執行方法) 

第６条 研究費を執行する際は、研究者は経費支出伺兼支出命令伺書（様式１号）に基づき、手続きを行わ

なければならない。 

 

(研究費の経理事務) 

第７条 研究費の執行に係る経理事務は、総務課において行う。 

２ 総務課長は、前項の経理事務担当者を指定し、大阪府財務規則、職員の旅費に関する条例その他法令等

の定めるところに準じて経理事務を取扱う。 

３ 経理事務担当者は、収支簿等を作成し、適切な管理に努めなければならない。 

 



(研究費の執行計画) 

第８条 研究者は、研究費を計画的に執行するため、事業開始時に予算執行計画書(様式２号)を作成し、経

理担当者に提出しなければならない。 

２ 研究者及び経理事務担当者は、前項の予算執行計画書に基づき、計画的に研究費を執行しなければなら

ない。 

 

(発注・検査) 

第９条 研究者が購入請求した物品の発注及び納品検査は、経理事務担当者が行う。 

２ 物品の発注にあたっては、見積内容を公開するなどして、原則 2 社以上の見積書を徴取しなければなら

ない。ただし、見積内容を一定期間公開した結果、1 社しか見積書を徴取できない場合は、その過程を明

らかにする書類を作成したうえで、比較見積書を省略することができる。 

３ 前項において、取引の実例価格を考慮して、価額が適正と認められる 1 件の代金が 10 万円以下のもの

の購入については、見積書の要件が明示された web ページの写し等をもって見積書の徴収に代えることが

できる。 

４ 物品の発注にあたっては、発注業者に不正な取引の防止に関する誓約書(様式３号)の提出を求めなけれ

ばならない。 

５ 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検など）に

関する検査については、業者からの完了報告書の提出および契約書記載の納品物（多数の場合はその一部）

を検査する。納品形態によっては、完了報告書およびPC等に表示された状態を画面で確認する。 

 

(設備等の寄付) 

第 10条 研究者が研究費により購入した設備又は備品(10 万円以上の図書を含む。以下｢設備等｣という。)

は、センターに寄付する。 

２ 前項の規定により寄付を行った研究者が他の研究機関に所属することとなり、当該研究費に係る研究を

継続するために、新たに所属することとなる研究機関において当該設備等を使用することを希望する場合

には、センターは、当該設備等について用途の廃止手続を行い、当該研究者に返還する。 

 

(自己検査) 

第 11条 統括管理責任者は、毎年度 2 回自己検査を実施し、その結果を最高管理責任者に報告する。 

 

(関係書類の保管) 

第 12条 総務課長は、研究費に係る関係書類を整理し、研究費の交付を受けた年度終了後 5 年間保管する。 

 

(監査) 

第 13条 研究費の適正な管理のため、次長を監査担当者とし、毎年度 1 回内部監査を実施する。 

２ 次長はその結果を速やかに最高管理責任者へ報告する。 

 

 



(事務の取り扱いに関する相談窓口) 

第 14条 事務の取り扱いに関する相談窓口を総務課に置く。 

 

(告発窓口等) 

第 15条 不正に関する通報等(告発等)の受付窓口を総務課に設置する。 

２ 前項による告発等を受けた場合は、総務課長は、速やかに統括管理責任者及び最高管理責任者へ報告す

る。 

 

(告発等の取扱い) 

第 16条 最高管理責任者は、前条による報告を受けたときは、告発等の内容について、合理性等を確認の 

上、告発等を受けた日から 30 日以内に下記事項を配分機関に報告しなければならない。 

（1）告発等の内容。 

（2）調査委員会による調査の要否。 

 

(調査委員会) 

第 17条 最高管理責任者は、前条により調査委員会による調査が必要と判断した場合は、調査委員会を招 

集する。 

２ 調査委員会は、統括責任者以下４名で構成することとし、最高管理責任者が選任する。 

３ 不正に係る調査体制については、公正かつ透明性の確保の観点から、当該機関に属さない第三者（弁護

士、公認会計士等）を含む調査委員会を設置する。 

４ 前項の第三者委員会は、機関及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

５ 調査委員会は、必要に応じて調査対象者の研究費の使用停止を命ずることができる。 

６ 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額につい

て認定し、その結果を最高管理責任者に書面により報告する。 

 

(配分機関への報告等) 

第 18条 調査委員会は、調査を開始して 210 日以内に、調査の結果又は経過を配分機関に報告しなければな

らない。 

２ 調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなければならない。 

３ 調査の過程で不正の一部が確認された場合は、調査の終了前であっても、調査委員会は不正の事実を速

やかに認定し、配分機関に報告しなければならない。 

４ 配分機関から下記事項について求めがあったときは、調査委員会は、速やかに応じなければならない。 

（1）調査の進捗状況報告及び調査の中間報告。 

（2）調査に係る資料の提出又は閲覧及び現地調査。ただし調査に支障がある等、正当な事由がある場合は

この限りでない。 

 

(不正防止計画の推進) 

第 19条 最高管理責任者は不正を未然に防止するために不正防止計画の策定・実施を推進する。 



２ 最高管理責任者が率先して不正防止計画を推進することを表明するとともに、不正防止計画の進捗管理

に努めるものとする。 

３ 不正防止計画の推進の進捗管理を行う部署（「防止計画推進部署」という）は総務課とする。 

 

(雑則) 

第 20条 この要領に定めるもののほか、研究費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

附則（平成２７年３月１２日教セ第２１３９号） 

この要領は、平成２７年３月１２日から施行し、平成２７年３月１２日から適用する。 

附則（平成２９年５月２６日教セ第1458号） 

この要領は、平成２９年５月２６日から適用する。 

附則（平成３１年２月１日教セ第2852号） 

この要領は、平成３１年２月１日から適用する。 

 


